別表(第3条関係)
学校教育課
学校教育係
1　教育委員会の会議に関すること。
2　教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。
3　事務局、学校その他教育機関の職員(県費負担職員を除く。)の任免その他人事に関すること。
4　ほう賞に関すること。
5　公印に関すること。
6　公文書類の保管その他文書に関すること。
7　教育委員会に属する予算、決算及び経理に関すること。
8　教育財産の管理に関すること。
9　学校の設置、管理及び廃止に関すること。
10　教育に係る調査及び統計に関すること。
11　関係各機関及び事務局内の総合調整に関すること。
12　奨学生に関すること。
13　県費負担教職員の人事に関すること。
14　学校、幼稚園の施設及び設備教具の整備に関すること。
15　学齢児童及び生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。
16　幼稚園の園児募集、使用料及び就園奨励に関すること。
17　学校及び幼稚園の組織編制に関すること。
18　教育課程及び教育計画に関すること。
19　教科用図書の採択、教科書及びその他教材に関すること。
20　学習効果の評価に関すること。
21　学校職員の研修に関すること。
22　学校職員、児童、生徒、幼児の保健、安全及び福利厚生に関すること。
23　児童及び生徒の教育相談に関すること。
24　学校図書館その他特別施設に関すること。
25　学校給食に関すること。
26　教育課程、学校指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
27　就学指導に関すること。
28　その他学校教育に関すること。
生涯学習課
生涯学習係
1　生涯学習に関する総合企画及び調整に関すること。
2　公民館、図書館、その他社会教育機関の設置及び廃止に関すること。
3　社会教育委員、公民館運営審議委員に関すること。
4　学校施設を利用する社会教育に関すること。
5　社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。
6　社会教育のために必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。
7　社会教育のために必要な情報の交換及び調査研究に関すること。
8　青少年女性教育、家庭教育及び高齢者学級等に関すること。
9　男女共同参画に関すること。
10　視聴覚教育に関すること。
11　社会教育関係団体の指導育成に関すること。
12　社会教育施設の管理に関すること。
13　国際交流に関すること。
14　コミュニティ活動に関すること。
15　NPO及びボランティアに関すること。
16　芸術、文化及び文化団体に関すること。
17　文化財保護審議会に関すること。
18　文化財の保護及び活用に関すること。
19　文化施設の設置、管理及び廃止に関すること。
20　文化財の調査及び研究に関すること。
21　文化財資料の収集及び保存に関すること。
22　芸術及び文化財の展示発表に関すること。
23　芸術及び文化財教室等の開設に関すること。
24　文化財技術の伝承者育成に関すること。
25　文化財等の資料刊行及び配布に関すること。
26　美術館及び郷土資料館に関すること。
27　なす風土記の丘資料館の管理及び運営に関すること。
28　所管に属する公園の維持管理に関すること。
29　他の係の所管に属しないこと。
スポーツ振興係
1　生涯スポーツの振興に関すること。
2　体育指導委員に関すること。
3　体育行事の開催及び奨励に関すること。
4　社会体育関係団体の指導育成に関すること。
5　社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
6　学校体育施設の開放に関すること。
7　その他スポーツの振興に関すること。
